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ウインチ運転者特別教育実施のご案内 
(一社)千葉県自動車整備振興会 教育部 

 

車積載車に装備されるウインチを操作するためには労働安全衛生法第５９条、規則第３６条の規定により

「安全に関する特別教育」の実施が義務付けられております。下記のとおり、当該業務の講習を実施いたし

ますので、奮ってご参加ください。 

※講習修了時には、労働安全衛生法で定める「特別教育修了者」の証明をします。 

修了証明は修了証の発行及び、整備士手帳をお持ちの方は手帳に「特別教育修了証明印」を押印します。 

 

１．実 施 日 ： 令和６年１月１１日（木）～１２日（金）２日間 

●１日目 受付 9：00～ 9：2５ 講習 ９：30～17：00 

●２日目 講習 9：00～13：30 

２．開催場所 ： 千葉県自動車会館 教育センター  千葉市美浜区新港171-1 

３．受講対象者 ： 事業場に車積載車をお持ちで、車積載車のウインチ操作を行う方 

４．募集定員 ： ３０名（定員を超えた場合、申し込みを締切らせていただきます。） 

５．受 講 料 ： 会員価格 ９，０００円 （税込） 

６．持 参 品 ： 整備士手帳（所持者）、電卓、筆記具、昼食 

７．申込方法 ： １２月２２日（金）までに下記「講習受講申込書」に必要事項を記入しＦＡＸで、お申

し込みください。 

ＦＡＸ ０４３－２４１－７２８３ 

 

８．お問合せ先 ： 教 育 部  ＴＥＬ ０４３－２４１－７２４７ 

 

＊申し込まれた方には、「受付印」を押印した申込書を、ＦＡＸにてご返送致しますので、ご確認ください。 

講 習 受 講 申 込 書 

実 施 項 目 ウインチ運転者特別教育 1/11（木）～12（金）実施 

認 証 番 号   事業場名  

フ リ ガ ナ  
生 年 月 日 

昭和 

平成  年  月  日 ご 参 加 者 名 
様 

Ｔ Ｅ Ｌ 番 号  ＦＡＸ番号  

※修了証に使用いたします。正確にご参加者のお名前のご記入をお願いいたします。 


